
「地域公共交通計画」の実質化に向けた検討会（概要）

○地域交通法に基づく「地域公共交通計画」の策定数は、令和6年度末に1200件に達する見込み。
○人口減・供給力減が本格化するなか、同計画には、地域交通を通じた社会変革の姿を示し、多様な関係
者の共創などリ・デザインの取組を進め、持続可能な地域交通実現を駆動するOSとしての役割が求められる。
〇本検討会では、各地域において、「モビリティ・データを活用した、無理なく、難しくなく、実のある計画」の実
装に向け、同計画に係る課題整理や官民関係者が取り組むべき事項の検討を行う。

〇地域公共交通計画のOS化（マスタープラン、マネジメント、モビリティ）
〇地域公共交通計画における交通データの活用
〇多様な関係者の共創などリ・デザインの加速化
〇都道府県の役割、国による環境整備 等
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多様な関係者による「共創」プロジェクト

医療×交通 介護×交通 エネルギー×交通 住宅×交通 教育×交通 農業×交通

DX・GXの取組 モビリティ人材の確保

地域公共交通計画
（持続可能なモビリティ実現のマスタープラン）
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※「地域の公共交通リ・デザイン実現会議」（座長：国交大臣）を踏まえて検討
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（参考）「地域公共交通計画」の現状
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地域公共交通計画の作成件数

うち、都道府県が参画している計画数

地域公共交通計画の策定件数
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市区町村

都道府県

PDCAの運用状況 他分野との共創状況

データの取得・活用状況 都道府県の役割

第２次交通政策基本計画（令和３年５月28日閣議決定）
政策目標 1,200件

※R5.10末時点

出典：国土交通省総合政策局調べ（令和２年２月及び令和４年11月）出典：国土交通省総合政策局調べ（令和４年11月）

市区町村が都道府県に
求める役割

都道府県が認識する
自らの役割

出典：国土交通省総合政策局調べ（令和４年11月）
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年に一回以上
評価

年に一回以上
評価し、関係者
で議論

年に一回以上
評価し、計画内
容を見直し

上記のいずれもし
ていない

法定協議会に参画 具体的な取組

評価を計画見直しにつなげているのは１割超。 協議会への参画は半数前後にとどまり、
具体的な取組は２割にも満たない。

路線別バスデータを保有しない自治体が４割超。 都道府県にはカネ、ヒト、データ支援が求められている。
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